
2018 年度より、指定居宅介護支援事業者の指定監督が全国の市町村に権限移譲され、

事業所やケアマネジャーと指定監督者との適切な関係の構築が今まで以上に求められてい

ます。実地指導とは、事業所運営と報酬請求に関する様々な課題について、指定監督者（市

町村）と事業者・事業所がともに確認し、信頼関係を構築する機会です。指導の機会を、

事業者、事業所、ケアマネジャーとして、使いこなしたいと思っていても、地域による運

用の差、地方分権の推進や業務の細分化なども加わり、事前の準備や勉強が重要と言われ

ています。本講座は、事業所管理に必要な法令とその解釈、報酬請求に関する告示とその

解釈について、ケーススタディやディスカッションを交えて交流を深めながら学びます。

講座の内容を事業所にそのまま持ち帰り、伝達・活用することが可能な実践的なカリキュ

ラムで構成しています。法令に関する知識の習得は、業務の効率化に直結するだけではな

く、実地指導等への対策、事業所等への信頼と顧客獲得にもつながります。限られた予算

や人材の中で質の高いサービスを提供し続けるためにも、ご参加をお待ちしています。 

カリキュラム 

１．介護保険制度の再確認  
～2018年法改正・報酬改定も併せて～  

２．居宅介護支援事業所運営に関する知識 
  ◎基本方針 ◎人員基準 ◎運営基準  
３．報酬請求（主に加算、減算）に関する知識  
４．指導監督の仕組み  
５．実地指導の概要と実際 
６．質疑応答、意見・情報交換 

講師：後藤佳苗（ごとう・かなえ） 
あたご研究所代表／NPO 法人千葉県介護支援専門員協

議会理事／看護学修士／保健師／介護支援専門員／介護

支援専門員指導者／介護予防指導者／認知症介護指導者  

行政保健師として、保健所、精神科救急病院、県庁母子保健主

管課、県庁介護保険担当課等に勤務し、2005 年 4 月～現職。

介護保険及び高齢者の保健福祉を中心とした、ケアマネジメン

トの研究、実務者の資質向上に資する研修、保健福祉系の試験

対策等を通し、対人援助職の資質向上等に精力的に活動してい

る。現在は行政機関や職能団体などから講演の要望が多く、そ

のニーズに応えるために全国各地を駆け回る。 

著書に「2018 年改定対応 記載例で学ぶ居宅介護支援経過」、

「駆け出しケアマネジャーのためのお仕事マニュアル（第 2

版）」、「改訂法的根拠に基づく ケアマネ実務ハンドブック」「ケ

アプランの書き方」その他多数。 

日  程 2019 年３月２５日 10：0０～１６：0０ 
受 講 料 １０，８００円 

会  場 中央大学駿河台記念館 千代田区駿河台 3-11-5 （JR 御茶ノ水駅徒歩約 3 分） 

 対    象  どなたでも受講可能 
申込方法 ファックスでのお申込になります。下記の申込書式を記入の上、 
  ファックスを送信願います。受付後確認のファックスを致します。 
支払方法 受講案内を送付致しますので、受講案内が届いた後お振込み願います。 
問合せ先 お茶の水ケアサービス学院 TEL ０３－３８６３－４０００ 

   

 

お名前 
ﾌﾘｶﾞﾅ 役  職  ネット配信の 

加入の有無 
有・無 

事業所名  

住 所 

 

（〒    －      ）    （ 事業所 ・ 自宅  ） 

T E L  F A X  e-mail  
※お申し込み後、７日目以降のキャンセルについては、お振込前でも受講料の半額がかかります。 
また、申込日に拘らず 3/11 以降のキャンセルについては全額のキャンセル料がかかりますのでご注意下さい。 
※キャンセルのご連絡がない場合は、キャンセル扱いにはなりませんのでご注意下さい。 

ファックス ０３－３８６３－４００６ 

法的根拠に基づく実地指導対策セミナー 

【居宅介護支援事業所編】 
 

ネット配信サービス加入者は半額での受講が可能です！！ 


